
規

則 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
三
年
三
月
三
十
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

髙 

田 

直 

芳 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
の
表
県
立
学
校
部
の
項
中
「
魅
力
あ
る
高
校
づ
く
り
課
」
の
下
に
「
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
推

進
課
」
を
加
え
る
。 

 

第
八
条
第
十
二
号
中
「
及
び
魅
力
あ
る
高
校
づ
く
り
課
」
を
「
、
魅
力
あ
る
高
校
づ
く
り
課
及

び
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
推
進
課
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
中
「
事
務
（
」
の
下
に
「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
推
進
課
、
」
を
加
え
、
第
十
一
号
を
削
り
、
第

十
二
号
を
第
十
一
号
と
す
る
。 

 

第
九
条
の
三
を
第
九
条
の
四
と
し
、
第
九
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
九
条
の
三 

Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
推
進
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
所
掌
す
る
。 

一 

学
校
教
育
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
の
活
用
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

学
校
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
に
係
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

学
校
教
育
情
報
化
推
進
計
画
の
策
定
及
び
進
行
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

第
十
一
条
中
「
県
立
学
校
人
事
課
」
の
下
に
「
及
び
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
推
進
課
」
を
加
え
、
第
十
二

号
を
削
る
。 

第
十
三
条
中
「
事
務
（
」
の
下
に
「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
推
進
課
、
」
を
加
え
る
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

  

第
二
十
一
条
第
二
項
の
表
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「 

」 

高
校
教
育
指
導
課
、
生

徒
指
導
課
、
保
健
体
育

課
、
特
別
支
援
教
育

課
、
義
務
教
育
指
導

課
、
生
涯
学
習
推
進

課
、
文
化
資
源
課
及
び

人
権
教
育
課 

高
校
教
育
指
導
課
、
Ｉ

Ｃ
Ｔ
教
育
推
進
課
、
生

徒
指
導
課
、
保
健
体
育

課
、
特
別
支
援
教
育

課
、
義
務
教
育
指
導

課
、
生
涯
学
習
推
進

課
、
文
化
資
源
課
及
び

人
権
教
育
課 

「 

」 


